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勾留請求の年月日の肥載があるか。
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次の 2． 3に当たる．

』 薮疑者が定まった住居を有しない．

2被疑者が罪鉦を隠歓すると優うに足りる相当厳理由がある．

3被兵寺が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当唯衰由がある．
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則として制限しない。

>年鑑別所視察斐員会
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医療の潴求があっても不要典

被疑亭件覚せt,剤取蹄濫違反

上配蕊疑事件について‘被疑者が肺証を園鍼十ると疑うに足りる柑当な理由があ
ると謹められるので，検察官の離水により．公働の夢起に菫ろ豪で敏'の刑．被疑者
γ瞬詮法39条】坂に螺足する帝以外の者（ただし．銭疑者の勾耐されている
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接見等禁止謂求に伴う事務において詳細については;総え付けの令状関係率件処理要領(下)53～119ページを参照。 －
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